
　

◆
東
久
留
米
ラ
グ
ビ
ー
（
Ｋ
Ｒ

Ｃ
）　

毎
週
日
曜
日
の
午
前
８
時
〜

正
午
、
東
部
運
動
広
場
（
金
山
町
一

丁
目
）
で
。
会
費
月
１
０
０
０
円
。

経
験
問
わ
ず
。
体
力
に
合
わ
せ
て
運

動
不
足
解
消
を
。
詳
し
く
は
小
林
�

４
７
５
・
８
４
６
２
（
夜
間
）
へ
。

　

◆
い
け
ば
な
（
華
道
サ
ー
ク
ル
草

月
流
）　

毎
月
第
２
・
第
４
金
曜
日

の
午
前　

時
〜
午
後
５
時
、
西
部
地

１０

域
セ
ン
タ
ー
で
。
会
費
月
２
０
０
０

円
（
花
代
別
）。
初
心
者
〜
上
級
者
。

小
・
中
学
生
歓
迎
。
詳
し
く
は
伊
東

�
４
７
１
・
６
６
９
７
へ
。

　

◆
健
康
づ
く
り
体
操
（
な
か
よ
し

体
操
会
）　

毎
朝
６
時　

分
〜
６
時

１０

　

分
、
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
駐
車
場

５５で
。
会
費
年
１
２
０
０
円
。
体
験
参

加
自
由
、
直
接
会
場
へ
。
詳
し
く
は

小
野
木
�
４
２
１
・
０
４
３
９
へ
。

　

◆
少
年
野
球
ド
リ
ー
ム
セ
ブ
ン

　

毎
週
土
曜
・
日
曜
日
の
午
前
中
、

第
七
小
学
校
校
庭
で
。
入
会
金
１
０

０
０
円
、会
費
月
１
５
０
０
円
。
小
・

中
学
生
、
初
心
者
歓
迎
。
詳
し
く
は

前
原
�
４
７
２
・
６
４
８
８
へ
。

　

◆
東
久
留
米
空
手
ク
ラ
ブ　

毎

週
、
年
中
〜
小
学
生
が
火
曜
日
の
夜

間
と
土
曜
日
の
午
前
、
中
学
生
以
上

が
火
曜
・
木
曜
日
の
夜
間
と
土
曜
日

の
午
前
、
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
ほ
か

で
。
会
費
月
４
０
０
０
円
か
ら
。
見

学
・
体
験
自
由
。
詳
し
く
は
後
藤
�

０
８
０
・
５
６
５
４
・
４
９
３
４
へ
。

　

◆
２
Ｍ
（
エ
ム
ツ
ー
）
ス
ポ
ー
ツ

新
体
操　

毎
週
金
曜
日
の
幼
児
･

小
学
１
年
生
が
午
後
３
時
半
か
ら
、

小
学
２
･
３
年
生
が
午
後
４
時
半

か
ら
、
い
ず
れ
も
西
部
地
域
セ
ン

タ
ー
で
。
会
費
月
４
５
０
０
円
。
小

学
４
年
生
以
上
も
可
。
詳
し
く
は
黒

澤
�
４
７
５
・
３
６
７
７
へ
。

　

◆
棒
術
・
護
身
術
・
合
気
武
術

（
東
久
留
米
武
道
ク
ラ
ブ
妙
風
庵
）

　

毎
週
、
５
歳
児
〜
中
学
生
が
木
曜

日
の
午
後
４
時
半
〜
６
時
と
日
曜

日
の
午
前　

時
半
〜
午
後
零
時
半
、

１１

一
般
が
日
曜
日
の
正
午
〜
午
後
１

時　

分
、
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
で
。

４０
入
会
金
３
０
０
０
円
、
会
費
月
３
０

０
０
円
。
親
子
で
も
可
。
詳
し
く
は

細
谷
�
４
２
１
・
４
０
７
５
へ
。　

　

◆
楽
し
い
中
国
語
会
話
（ 

好

会
）　

月
４
回
、
土
曜
日
ま
た
は
日

曜
日
の
午
後
２
時
〜
３
時
半
、
中
央

公
民
館
で
。
会
費
月
３
５
０
０
円
。

Ｎ
Ｈ
Ｋ
テ
レ
ビ
テ
キ
ス
ト
使
用
。
詳

し
く
は
及
川
�
４
７
１
・
５
７
２
３

（
夜
間
）
へ
。

　

◆
外
国
人
の
た
め
の
東
久
留
米

に
ほ
ん
ご
ク
ラ
ス　

毎
月
第
１
〜

第
３
火
曜
日
の
午
後
７
時
〜
８
時

半
、
市
民
プ
ラ
ザ
ホ
ー
ル
で
。
会
費

月
３
０
０
円
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
指

導
者
も
募
集
。
詳
し
く
は
武
貞
（
た

け
さ
だ
）
�
０
９
０
・
５
２
０
０
・

８
９
７
０
へ
。

　

◆
囲
碁
の
会　

毎
月
第
１
･
第

２
･
第
４
火
曜
日
、
東
部
地
域
セ
ン

タ
ー
で
。
会
費
月
２
０
０
０
円
。
一

年
半
で
二
段
を
目
指
そ
う
。
詳
し
く

は
近
藤
�
４
７
５
・
５
２
２
６
へ
。

　

◆
カ
ラ
オ
ケ
（
東
久
留
米
市
滝
山

歌
謡
フ
レ
ン
ズ
）　

毎
週
土
曜
日
の

午
後
１
時
〜
５
時
と
午
後
６
時
〜

９
時
半
、
西
部
地
域
セ
ン
タ
ー
で
。

入
会
金
１
５
０
０
円
、
会
費
月
１
５

０
０
円
。
見
学
自
由
。
詳
し
く
は
田

中
�
４
７
４
・
７
２
８
７
へ
。

　

◆
神
宝
茶
道
会　

月
２
回
、
第
１

･
第
３
水
曜
日
が
い
す
式
、
第
２
･

第
４
水
曜
日
が
和
室
、
い
ず
れ
も
午

後
、
東
部
地
域
セ
ン
タ
ー
で
。
会
費

月
３
０
０
０
円
。
初
心
者
も
お
気
軽

に
。
詳
し
く
は
井
上
�
４
７
２
・
５

６
６
１
へ
。

　

◆
Ｊ
Ａ
Ｃ
Ｋ
の
英
会
話
サ
ー
ク

ル　

毎
週
土
曜
日
の
中
級
が
午
前

９
時
半
〜　

時　

分
、
初
級
が
午
前

１０

４０

　

時　

分
〜
正
午
、
い
ず
れ
も
中
央

１０

５０

公
民
館
で
。
入
会
金
１
０
０
０
円
、

会
費
月
４
０
０
０
円
。
ア
メ
リ
カ
人

の
男
性
講
師
。
詳
し
く
は
原
田
�
４

７
６
・
６
６
９
５
へ
。

　

◆
若
葉
ダ
ン
ス
サ
ー
ク
ル　

毎

週
金
曜
日
の
午
後
１
時
〜
５
時
、
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ホ
ー
ル
東
本
町
で
。
会

費
月
１
５
０
０
円
。
男
性
歓
迎
。
初

級
ま
た
は
中
級
。
詳
し
く
は
飯
田
�

０
８
０
・
６
５
８
１
・
５
３
５
２
へ
。

　

◆
布
の
絵
本
・
遊
具
づ
く
り
（
の

の
は
な
文
庫
）　

毎
週
火
曜
日
ま
た

は
水
曜
日
の
午
前　

時
〜
正
午
、
わ

１０

く
わ
く
健
康
プ
ラ
ザ
２
階
で
。
材
料

費
実
費
。
詳
し
く
は
中
川
�
４
２

４
・
０
５
３
６
（
夜
間
）
へ
。

　

◆
親
子
で
楽
し
む
音
楽
遊
び
（
リ

ト
ミ
ッ
ク
・
く
ら
ぶ
）　

毎
週
火
曜

日
の
午
前　

時
か
ら
が
東
部
地
域

１０

セ
ン
タ
ー
、
木
曜
日
の
午
前　

時
と

１０

　

時
か
ら
が
西
東
京
市
民
会
館
（
西

１１東
京
市
田
無
町
四
丁
目
）、
金
曜
日

の
午
前　

時
と　

時
か
ら
が
南
部

１０

１１

地
域
セ
ン
タ
ー
で
。
入
会
金
３
０
０

０
円
、
会
費
月
３
５
０
０
円
、
施
設

費
保
険
代
８
０
０
円
。
７
カ
月
〜
末

就
園
児
。
無
料
体
験
あ
り（
要
予
約
）。

詳
し
く
は
四
津
谷
（
よ
つ
や
）
�
４

７
６
・
４
７
３
８
へ
。

　

◆
ピ
ア
ノ
＆
キ
ー
ボ
ー
ド
同
好

会　

月
２
回
、
第
１
・
第
３
日
曜
日

ま
た
は
第
２
・
第
４
日
曜
日
、
い
ず

れ
も
午
前
９
時
半
〜　

時
半
、
中
央

１１

公
民
館
で
。
入
会
金
１
０
０
０
円
、

会
費
月
４
０
０
０
円
。
見
学
、
無
料

体
験
あ
り
。
詳
し
く
は
松
崎
�
４
７

２
・
５
２
２
０
へ
。

　

◆
社
交
ダ
ン
ス
（
サ
ン
デ
ー
ダ
ン

ス
ク
ラ
ブ
）　

月
３
回
、
日
曜
日
の

初
級
が
午
後
６
時
〜
７
時
半
、
中
級

が
午
後
７
時
半
〜
９
時
、
市
民
プ
ラ

ザ
ホ
ー
ル
で
。
入
会
金
１
０
０
０
円
、

会
費
月
３
０
０
０
円
。
楽
し
く
踊
っ

て
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
を
。
詳
し
く
は

川
崎
�
４
７
５
・
４
５
７
９
へ
。

　

◆
介
護
保
険
改
定
後
の
要
介
護
・

要
支
援
の
検
証
（
福
祉
と
医
療
を
考

え
る
会
）　

９
月　

日
（
日
）
午
後

２４

２
時
〜
４
時
半
、
中
央
図
書
館
で
。

参
加
費
無
料
。地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
の
皆
さ
ん
と
の
懇
談
中
心
。
詳

し
く
は
大
谷
�
４
７
４
・
６
２
３
４
へ
。

　

◆
写
真
展
（
写
遊
つ
つ
じ
）　　
１０

月
１
日
（
日
）
〜
５
日
（
木
）
午
前

９
時
半
〜
午
後
７
時
（
１
日
は
正
午

か
ら
、
５
日
は
午
後
６
時
ま
で
）、

ス
ペ
ー
ス
１
０
５
で
。
入
場
無
料
。

詳
し
く
は
柳
沢
�
４
７
３
・
１
０
０

１
へ
。

　

◆
第　

回
演
奏
会
（
都
立
武
蔵
野

１０

北
高
校
Ｏ
Ｂ
吹
奏
楽
団
）　

９
月　
２３

日
（
祝
）
午
後
４
時
半
開
演
（
４
時

開
場
）、
ル
ネ
こ
だ
い
ら
大
ホ
ー
ル

（
西
武
新
宿
線
小
平
駅
南
口
か
ら
徒

歩
３
分
）
で
。
入
場
無
料
。
詳
し
く

は
三
沢
�
４
７
４
・
６
９
１
３
へ
。

　

◆
秋
の
大
バ
ザ
ー
（
イ
リ
ア
ン
ソ

ス
後
援
会
）　　

月
７
日
（
土
）
午

１０

前　

時
〜
午
後
２
時
、
滝
山
団
地
セ

１０
ン
タ
ー
前
広
場
（
滝
山
四
丁
目
）
で
。

雨
天
の
場
合
は
８
日
（
日
）。
９
月

　

日
（
土
）
ま
で
雑
貨
･
日
用
品
等

３０の
ご
寄
付
を
募
集
。
市
内
に
限
り
引

き
取
り
に
伺
い
ま
す
。
詳
し
く
は
の

ぞ
み
の
家
･
磯
部
�
４
７
３
・
９
０

２
７
へ
。

　

◆
第
６
回
東
久
留
米
市
･
榛
名

町
歌
謡
交
流
発
表
会
（
東
久
留
米
市

歌
謡
連
盟
）　

９
月　

日
（
日
）
午

１７

前　

時
〜
午
後
５
時
、
中
央
公
民
館

１０
で
。
入
場
無
料
。
詳
し
く
は
安
尾
�

４
６
４
・
５
５
９
３
へ
。

　

◆
柳
瀬
荘
黄
林
閣
（
旧
柳
窪
名
主

邸
）
特
別
見
学
会
（
柳
窪
の
環
境
･

景
観
の
保
全
を
考
え
る
会
）　　

月
１０

　

日
（
土
）
午
前　

時
か
ら
と
午
後

１４

１０

１
時
か
ら
、
現
地
（
所
沢
市
坂
の
下
）

で
。
参
加
費
８
０
０
円
。
先
着
各　
５０

人
。
申
し
込
み
は　

月
５
日
ま
で
に

１０

往
復
は
が
き
に
第
１
･
第
２
希
望

時
間
、
住
所
、
氏
名
、
返
信
面
に
あ

て
名
を
記
入
の
上
、
〒
２
０
３－

０
０
４
４
、
柳
窪
２
ノ　

ノ
６
、
奥

１１

住
事
務
所
あ
て
郵
送
を
。
詳
し
く
は

奥
住
�
４
７
２
・
１
１
７
４
へ
。

　

◆
自
然
豊
か
な
小
渓
谷
の
湧
（
わ

き
）
水
と
緑
の
実
地
見
学
（
落
合
川

の
小
渓
谷
を
保
全
す
る
会
）　

９
月

　

日
（
祝
）・　

日
（
日
）
の
午
前

１８

２４

　

時
か
ら
、
落
合
川
地
蔵
橋
集
合

１０（
中
央
町
三
丁
目
、
神
明
通
り
と
落

合
川
が
交
差
す
る
所
）。
小
雨
決
行
。

参
加
費
無
料
。
長
靴
、
つ
え
代
わ
り

の
棒
、
傘
な
ど
持
参
。
ぬ
れ
て
も
よ

い
ズ
ボ
ン
で
。
申
し
込
み
と
詳
し
く

は
朝
倉
�
４
７
１
・
６
４
１
２
へ
。

　

◆
秋
の
ゴ
ー
ル
デ
ン
ダ
ン
ス

パ
ー
テ
ィ
ー
（
ダ
ン
ス
サ
ー
ク
ル　

ラ
ベ
ン
ダ
ー
）　　

月　

日
（
日
）

１０

１５

午
後
２
時
半
〜
５
時
半
、
ス
ポ
ー
ツ

セ
ン
タ
ー
第
１
体
育
館
で
。
参
加
費

前
売
り
１
０
０
０
円
（
当
日
１
２
０

０
円
）。
チ
ェ
ン
ジ
ン
グ
パ
ー
ト

ナ
ー
、
リ
ボ
ン
と
ダ
ン
シ
ン
グ
タ
イ

ム
。
詳
し
く
は
浅
石
�
４
７
１
・
０

８
５
７
へ
。

　

◆
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
こ
の
街
で
学

ぶ
、
暮
ら
す
」（
く
る
め
・
一
歩
の

会
）　

９
月　

日
（
土
）
午
後
１
時

３０

半
〜
４
時
半
、
わ
く
わ
く
健
康
プ
ラ

ザ
２
階
で
。
資
料
代
５
０
０
円
。
パ

ネ
ラ
ー
は
日
本
社
会
事
業
大
学
教

授
の
辻
浩
氏
、
市
社
会
福
祉
協
議
会

事
務
局
長
の
島
崎
宣
治
氏
ほ
か
。
詳

し
く
は
宮
秋
�
４
７
７
・
１
２
９
２

（
午
前　

時
〜
午
後
５
時
）
へ
。　　

１０

　

市
で
は
、　

年
度
中
に
東
久
留

１８

米
市
国
民
保
護
計
画
を
策
定
す
る

た
め
、
そ
の
「
計
画（
案
）」
に
つ

い
て
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
ご
意
見

を
募
集
し
ま
す
。
お
寄
せ
い
た
だ

い
た
ご
意
見
は
東
久
留
米
市
国
民

保
護
協
議
会
に
諮
り
、
計
画
づ
く

り
に
参
考
意
見
と
し
て
検
討
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

国
民
保
護
計
画
と
は

　

国
民
保
護
計
画
と
は
、
外
国
か

ら
武
力
攻
撃
や
大
規
模
テ
ロ
等

（
表
１
参
照
）
が
あ
っ
た
場
合
に
、

国
の
方
針
に
基
づ
き
、市
や
国
、都
、

指
定
（
地
方
）
公
共
機
関
と
が
連

携
・
協
力
し
、
住
民
の
避
難
や
救

援
な
ど
を
迅
速
、
的
確
に
行
う
た

め
に
策
定
す
る
も
の
で
す
（
図
１

参
照
）。こ
の
計
画
は
す
べ
て
の
地

方
公
共
団
体
が
策
定
す
る
も
の
で
、

都
の
計
画
は
、
す
で
に
今
年
の
３

月
に
策
定
済
み
で
す
。

素
案
の
作
成
方
針

　

市
で
は
、
次
の
方
針
に
基
づ
き

「
計
画（
案
）」を
作
成
し
ま
し
た
。

　

①
国
の
「
基
本
指
針
」
等
を
基

本
に
、
②
市
の
自
然
災
害
対
策
等

の
し
く
み
を
最
大
限
に
活
用
す
る
、

こ
と
を
方
針
と
し
て
い
ま
す
。

　
「
計
画（
案
）」
の
主
な
内
容
は

表
２
の
通
り
で
す
。

ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い

　

ご
意
見
は　

月
２
日
（
月
）
〜

１０

　

急
速
な
少
子
高
齢
化
に
対
応
し
、

医
療
保
険
制
度
を
安
定
・
持
続
さ

せ
、
各
制
度
・
世
代
を
通
じ
た
給

付
と
負
担
の
公
平
化
を
図
る
こ
と

を
目
的
と
し
た
健
康
保
険
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
が
今
年
の

６
月　

日
に
国
会
で
成
立
し
、
同

１４

年
６
月　

日
に
公
布
さ
れ
ま
し
た
。

２１

こ
れ
に
伴
い
、　

月
１
日
か
ら
国

１０

民
健
康
保
険
が
一
部
変
更
に
な
り

ま
す
。

高

額

療

養

費

の 

自
己
負
担
限
度
額
が 

変
更
に
な
り
ま
す

　

同
じ
月
内
で
医
療
機
関
等
に
支

払
っ
た
自
己
負
担
額
が
高
額
に

な
っ
た
と
き
は
、
自
己
負
担
限
度

額
を
超
え
た
分
が
世
帯
主
の
申
請

に
よ
り
高
額
療
養
費
と
し
て
払
い

戻
さ
れ
ま
す
が
、
今
回
の
改
正
に

伴
い
、　

月
１
日
か
ら
自
己
負
担

１０

限
度
額
が
変
更
に
な
り
ま
す
（
表

１
参
照
）。

　

高
額
療
養
費
は
、
医
療
機
関
等

か
ら
の
医
療
費
請
求
に
基
づ
き
、

該
当
す
る
と
き
は
、
審
査
決
定
後

に
「
お
知
ら
せ
と
申
請
書
」
を
郵

送
し
て
い
ま
す
。
必
要
事
項
を
記

入
し
、
被
保
険
者
証
、
領
収
書
、

認
印
を
持
参
し
て
保
険
年
金
課
国

民
健
康
保
険
係
（
市
役
所
１
階
）

で
申
請
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
同
係
�
４
７
０
・
７

７
３
３
へ
。

療
養
病
床
に
入
院
す
る

場
合
の
食
費
・
居
住
費

の
負
担
が
変
わ
り
ま
す

　

療
養
病
床
に
入
院
す
る　

歳
以

７０

上
の
前
期
高
齢
者
（
国
民
健
康
保

険
被
保
険
者
証
兼
高
齢
受
給
者
証

を
お
持
ち
の
方
）
は
こ
れ
ま
で
食

材
料
費
相
当（
２
万
４
０
０
０
円
）

の
み
を
負
担
し
て
い
ま
し
た
が
、

介
護
保
険
制
度
と
の
負
担
の
均
衡

を
図
る
観
点
か
ら
、　

月
１
日
か

１０

ら
所
得
に
応
じ
て
食
費
と
居
住
費

を
負
担
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す

（
表
２
参
照
）。

　

詳
し
く
は
保
険
年
金
課
国
民
健

康
保
険
係
�
４
７
０
・
７
７
３
３

へ
。国

民

健

康

保

険 

特

定

疾

病

療

養 

受
療
証
が
変
わ
り
ま
す

　

厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
特

定
疾
病
（
血
友
病
・
人
工
透
析
が

必
要
な
慢
性
腎
〈
じ
ん
〉
不
全
・

血
液
凝
固
因
子
製
剤
の
投
与
に
起

因
す
る
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
症
な
ど
）
の

方
は
、
申
請
に
よ
り
国
民
健
康
保

険
特
定
疾
病
療
養
受
療
証
が
交
付

　

東
京　

市
町
村
で
は
、
次
世
代

３９

を
担
う
子
ど
も
た
ち
に
さ
ま
ざ
ま

な
感
動
体
験
を
提
供
す
る
「
子
ど

も
体
験
塾
」
事
業
と
し
て
、
実
験

を
通
し
て
科
学
の
楽
し
さ
を
体
験

で
き
る
「
で
ん
ち
ま
つ
り
」
を
開

催
し
ま
す
。主
催
は
多
摩
・
島
し
ょ

子
ど
も
体
験
塾
運
営
本
部
、
東
京

表２　　東久留米市国民保護計画（案）の体系

主　な　内　容章編

市の責務や計画作成の位置付け、計画の見直し
等を記述

１．市の責務、計画の位
置付け

１．総　論

計画の基本方針を留意事項（基本的人権尊重）
と併せ明示

２．国民保護措置に関す
る基本方針

国､都、市、指定公共機関、指定地方公共機関
等の役割を明示

３．関係機関の事務又は
業務の大綱

地形、人口、道路網、鉄道施設等について記述
４．市の地理的、社会的
特徴

武力攻撃事態、緊急対処事態とＮＢＣ（核・生
物・化学の総称）を使用した攻撃を記述

５．計画が対象とする事
態

市の各部が平素から行うべき業務を明示すると
ともに、初動体制や職員参集基準、情報収集、
市民の権利利益の救済手続きの整備等を記述

１．組織・体制の整備

２．平素か
らの備え
や予防

平素から把握しておくべき、避難に関する基礎
的情報等、物資・資材の備蓄等と生活関連施設
等の安全確保、救急救助に関する備え等を記述

２．避難・救援、武力攻撃
災害への対処に関す
る平素からの備え

市における備蓄､市が管理する施設および設備
の整備等を記述

３．物資及び資材の備蓄
整備

国民保護の仕組み等を明示４．国民保護に関する啓発

事態認定前の突発的な事態発生に備え、（仮称）
緊急事態連絡室の設置や初動措置等を記述

１．初動連絡体制の迅速
な確立及び初動措置

３．武力攻
撃事態等
への対処

対策本部の設置、通信の確保、特殊標章等を記
述

２．東久留米市対策本部
の設置

国・都の対策本部との連携、指定行政機関・指
定地方行政機関の長等への要請、自衛隊の派遣
要請、他区市町村長への応援要請、自主防災組
織等への支援､住民への協力要請等を記述

３．関係機関相互の連携

国民の権利・利益の迅速な対応を記述
４．国民の権利・利益の
救済に係る手続き

警報の伝達・通知、避難住民の誘導等を記述５．警報及び避難の指示

救護の実施、関係機関との連携、救護の程度や
方法の基準､内容等を記述

６．救護

安否情報の収集、都への報告、日本赤十字社へ
の協力等を記述

７．安否情報の収集・提
供

武力攻撃災害への対処、応急措置、生活関連施
設における災害への対処、ＮＢＣ攻撃による災
害への対処を記述

８．武力攻撃災害への対
処

被災情報の収集、都への報告等を記述
９．被災情報の収集及び
報告

保健衛生の確保、廃棄物の処理等を記述
１０．保健衛生の確保と
その他の措置

生活関連物資の価格安定､避難住民等の生活安
定、生活基盤の確保を記述

１１．国民生活の安定に
関する措置

基本的な考え方を提示
１．応急の復旧

４．復旧等
２．武力攻撃災害の復旧

国への負担金請求や損失補償・損害補償、損失
補てん等を記述

３．国民保護措置に要し
た費用の支弁等

危機管理体制の強化、対処マニュアルの整備、
発生現場における連携協力の体制づくり、不特
定多数の人への情報伝達手段の確保、装備・資
材の備蓄、住民・昼間市民への啓発等を記述

１.初動対応力の強化

５．大規模
テロ等へ
の対処

危機情報等の把握・活用・共有､警戒対応を記
述

２．平時における警戒・
監視

市対策本部設置指定が行われている場合、行わ
れていない場合、対策本部等による対応、対策
本部への移行を記述

３．発生時の対応

危険物質を有する施設等への攻撃、大規模集客
施設等への攻撃、大量殺傷物質による攻撃（ダー
ティーボム〈通常爆発物を用いて放射性物質を
飛散させるタイプのテロ兵器〉、生物剤、化学剤）、
交通機関を破壊手段とした攻撃を記述

４．大規模テロ等の類型
に応じた対処

　

今
年
４
月
か
ら
身
体
障
害
・
知

的
障
害
・
精
神
障
害
の
３
障
害
が

１
つ
の
サ
ー
ビ
ス
と
な
っ
た
「
障

害
者
自
立
支
援
法
」
が
施
行
さ
れ
、

居
宅
サ
ー
ビ
ス
と
施
設
サ
ー
ビ
ス
、

自
立
支
援
医
療
が
原
則
１
割
負
担

と
な
り
ま
し
た
。

　

さ
ら
に　

月
か
ら
は
、
補
装
具

１０

の
利
用
者
負
担
が
変
更
と
な
り
ま

す
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
補
装
具
と

さ
れ
て
い
た
種
目
の
中
で
、
日
常

生
活
用
具
に
移
行
と
な
る
も
の
、

廃
止
と
な
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　

①
日
常
生
活
用
具
に
移
行
す
る

種
目
＝
点
字
器
、
Ｔ
字
づ
え
、
人

工
喉
頭
（
こ
う
と
う
）、
ス
ト
マ
用

具
、
紙
お
む
つ

　

②
廃
止
と
な
る
も
の
＝
色
め
が

ね
補
装
具
費
の
支
給

　

補
装
具
は
、
こ
れ
ま
で
同
居
世

帯
の
所
得
税
額
の
合
算
で
自
己
負

担
額
を
決
定
し
て
い
ま
し
た
が
、

　

月
か
ら
は
住
民
票
の
世
帯
の
市

１０民
税
の
額
に
よ
り
、
原
則
１
割
の

定
率
負
担
と
な
り
ま
す
。
補
装
具

の
費
用
負
担
は
、
次
の
通
り
で
す
。

　

①
生
活
保
護
世
帯
＝
無
料

　

②
市
民
税
非
課
税
世
帯
＝
収
入

に
よ
り
、
月
額
上
限
額
が
１
万
５

０
０
０
円
と
２
万
４
６
０
０
円

　

③
住
民
税
課
税
世
帯
＝
月
額
上

　

日
（
金
）
に
（
必
着
）、
は
が
き

２０ま
た
は
フ
ァ
ク
ス
（
４
７
０
・
７

８
０
４
）、
電
子
メ
ー
ル
で
、
ご
意

見
（
対
象
と
な
る
「
編
」「
章
」
の

番
号
も
書
い
て
）・
住
所
・
氏
名
・

電
話
番
号
を
記
入
し
て
、

〒
２
０
３－

８
５
５
５
、

市
役
所
総
務
部
総
務
課

国
民
保
護
計
画
担
当
あ

て
郵
送
ま
た
は
送
信
し

て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
頂
い
た
ご
意

見
に
対
す
る
個
別
の
回

答
は
致
し
ま
せ
ん
。

　

※
「
計
画（
案
）」
は
、

　

月
２
日
（
月
）
か
ら

１０同
課
窓
口
（
市
役
所
４

階
）、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
市
政
情

東
久
留
米
市
国
民
保
護
計
画（
案
）

計
画
づ
く
り
に
ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い

さ
れ
、
そ
の
疾
病
に
か
か
る
１
カ

月
の
自
己
負
担
限
度
額
が
１
万
円

ま
で
で
し
た
が
、　

月
１
日
か
ら

１０

慢
性
腎
不
全
で
人
工
透
析
を
要
す

る　

歳
未
満
の
上
位
所
得
者
に
つ

７０
い
て
は
自
己
負
担
限
度
額
が
２
万

円
と
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
に
伴
い
、
国
民
健
康
保
険

特
定
疾
病
療
養
受
療
証
の
様
式
が

変
更
と
な
り
ま
す
の
で
、
現
在
交

付
を
受
け
て
い
る
方
に
対
し
、
新

し
い
受
療
証
を
９
月
中
に
送
付
し

ま
す
。

　

詳
し
く
は
保
険
年
金
課
国
保
年

金
資
格
係
�
４
７
０
・
７
７
３
２

へ
。

◎
用
語
解
説

　

各
表
中
の
用
語
の
意
味
は
次
の

通
り
で
す
。

　

▼
現
役
並
み
所
得
者
＝　

歳
以

７０

上
で
、
①
課
税
所

得
が
１
４
５
万
円

以
上
の
方
が
い
る

世
帯
に
属
す
る
前

期
高
齢
者
、
②
２

人
以
上
の
世
帯
の

場
合
＝
年
収
の
合

計
が
５
２
０
万
円

以
上
の
方
、
③
単

身
世
帯
の
場
合
＝

年
収
が
３
８
３
万

円
以
上
の
方
が
、

そ
れ
ぞ
れ
対
象
と

な
り
ま
す
。
た
だ

し
、
国
民
健
康
保

険
被
保
険
者
（　
７０

歳
以
上
ま
た
は
老

人
保
健
で
医
療
を
受
け
る
方
）
の

収
入
の
合
計
が
、
２
人
以
上
の
場

合
は
６
２
１
万
円
未
満
、
１
人
の

場
合
は
４
８
４
万
円
未
満
、
の
場

合
は
経
過
措
置
に
よ
り
申
請
を
す

る
と
自
己
負
担
限
度
額
が
一
般
の

区
分
に
な
り
ま
す

　

▼
上
位
所
得
者
＝
基
礎
控
除
後

の
総
所
得
金
額
等
が
６
０
０
万
円

を
超
え
る
世
帯
が
対
象
と
な
り
ま

す
　

▼
低
所
得
者
Ⅱ
＝
世
帯
主
お
よ

び
国
保
加
入
者
全
員
が
住
民
税
非

課
税
世
帯
の
方
が
対
象
と
な
り
ま

す
　

▼
低
所
得
者
Ⅰ
＝
世
帯
主
お
よ

び
国
保
加
入
者
全
員
が
住
民
税
非

課
税
世
帯
で
、
そ
の
世
帯
の
所
得

が
一
定
基
準
以
下
の
方
（
単
独
世

帯
で
年
金
収
入
の
場
合
は　

万
円

８０

以
下
）
が
対
象
と
な
り
ま
す
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国
民
年
金
に
は
、
月
々
の
保

険
料
を
ま
と
め
払
い
す
る
こ
と

に
よ
り
、
保
険
料
が
割
引
に
な

る
前
納
制
度
が
あ
り
ま
す
。
例

え
ば
、　

月
分
〜
来
年
３
月
分

１０

を
ま
と
め
払
い
す
る
と
、
月
々

納
め
て
い
た
だ
く
場
合
よ
り
も
、

総
額
で
６
８
０
円
の
割
引
と
な

り
ま
す
。

納
付
に
は
お
得
な

「
前
納
制
度
」
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

　

な
お
、　

月
分
〜
来
年
３
月

１０

分
の
ま
と
め
払
い
を
希
望
す
る

場
合
は
、　

月　

日
（
火
）
が

１０

３１

期
限
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
口
座
振
替
で
も
ま
と

め
払
い
が
で
き
ま
す
。
口
座
振

替
を
ご
希
望
の
方
は
、
９
月
末

日
ま
で
に
「
国
民
年
金
口
座
振

替
納
付
申
出
書
」
を
社
会
保
険

事
務
所
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い

（
金
融
機
関
等
で
は
、９
月
中
の

申
し
出
の
場
合
、
引
き
落
と
し

が
間
に
合
わ
な
い
こ
と
が
あ
り

ま
す
の
で
、
早
め
に
手
続
き
を

お
願
い
し
ま
す
）。

　

前
納
制
度
や
国
民
年
金
保
険

料
に
関
し
て
、
詳
し
く
は
武
蔵

野
社
会
保
険
事
務
所
�
０
４
２

２
・　

・
１
４
１
１
へ
。

５６

障
害
者
自
立
支
援
法

限
額
が
３
万
７
２
０
０
円

　

④
市
民
税
の
所
得
割
額
の
最
多

納
税
者
の
納
税
額
が　

万
円
以
上

５０

の
場
合
＝
補
装
具
費
支
給
対
象
外

日

常

生

活

用

具

　

日
常
生
活
用
具
は
次
の
６
種
類

に
分
類
さ
れ
ま
す
。

　

①
介
護
・
訓
練
支
援
用
具
②
自

立
生
活
支
援
用
具
③
在
宅
酸
素
等

支
援
用
具
④
情
報
・
意
思
疎
通
支

援
用
具
⑤
排
泄
（
せ
つ
）
管
理
支

援
用
具
（
ス
ト

マ
装
具
）
⑥
居

宅
生
活
動
作

補
助
用
具
（
住

宅
改
修
費
）

　

具
体
的
な

種
目
や
単
価
は
、
現
在
の
日
常
生

活
用
具
に
準
じ
た
も
の
に
な
る
予

定
で
す
。

移

動

支

援

　

移
動
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
方
は
、
介
護
給
付
の
「
行
動

援
護
」「
重
度
訪
問
介
護
」
に
該
当

し
な
い
方
で
、
視
覚
障
害
者
、
知

的
障
害
者
、
精
神
障
害
者
が
対
象

と
な
り
ま
す
。

　

詳
細
は
今
後
広
報
紙
で
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
障
害
福
祉
課
福
祉
係

�
４
７
０
・
７
７
４
７
へ
。

都
市
長
会
、
東
京
都
町
村
会
、
財

団
法
人
東
京
都
市
町
村
自
治
調
査

会
、
社
団
法
人
電
池
工
業
会
、
東

京
Ｍ
Ｘ
テ
レ
ビ
株
式
会
社
。

　
【
日
時
】
９
月　

日
（
土
）
午
前

３０

　

時
〜
午
後
４
時

１０
　
【
会
場
】
国
営
昭
和
記
念
公
園

内
・
花
み
ど
り
文
化
セ
ン
タ
ー
み

ど
り
の
文
化
ゾ
ー
ン
内
（
入
園
無

料
エ
リ
ア
）
最
寄
り
入
場
門
の

「
あ
け
ぼ
の
口
」（　

立
川
駅
か
ら

JR

徒
歩　

分
）

１０

　
【
内
容
】
手
作
り
乾
電
池
教
室
、

電
池
エ
ネ
ル
ギ
ー
体
験
教
室
、
虎

の
子
レ
ー
ス
の
ほ
か
、
物
産
展
を

同
時
開
催
（
近
隣
自
治
体
お
よ
び

島
し
ょ
地
域
の
特
産
品
販
売
、
市

内
の
店
舗
出
展
あ
り
）

　
【
対
象
】
小
・
中
学
生
と
そ
の
保

護
者（
小
学
１
・
２
年

生
は
保
護
者
同
伴
）

　
【
参
加
費
】
無
料

　

当
日
直
接
会
場
へ

（
実
験
参
加
受
け
付

け
は
午
後
３
時
ま
で
）。

　

※
一
回
の
実
験
時

間
は
約　

分
。混
雑
時

６０

は
お
待
ち
い
た
だ
く

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
多
摩
・

島
し
ょ
子
ど
も
体
験

塾
事
務
局
�
０
４

２
・
３
８
５
・
３
４
４

８
へ
。

多摩・島しょ子ども体験塾・
科学体験事業「でんちまつり」

　

月
か
ら
自
己
負
担
が
変
更

１０

国
民
健
康
保
険
情
報

　　表１　国民健康保険における見直し後の高額療養費
　　　　　自己負担限度額（１０月１日から適用）

内　　容区　　分

１５０，０００円＋１％（８３，４００円）上位所得者７０
歳
未
満

　８０，１００円＋１％（４４，４００円）一　　般

３５，４００円（２４，６００円）
低所得者

（住民税非課税）

限度額（世帯ごと）外来（個人ごと）

７０
歳
以
上

８０，１００円＋１％
４４，４００円現役並み所得者

（４４，４００円）

４４，４００円１２，０００円一　　般

２４，６００円　８，０００円低所得者Ⅱ

１５，０００円　８，０００円低所得者Ⅰ

※１％は医療費が現役並み所得者２６７，０００円、上位所得者５００，０００円、一
般２６７，０００円を超えた場合、超えた分の１％を加算します。

※金額は１カ月当たりの自己負担限度額です。（　）内の金額は過去１２カ
月中に４回目以降の高額療養費の支給を受ける場合の金額です。

※７０歳以上の方で世帯内の国保加入者全員が住民税非課税の場合には、申
請により「限度額適用・標準負担減額認定証」が交付されます。この
「認定証」の交付を受けると、一月の自己負担限度額が１２，０００円から
８，０００円になるなどの軽減措置が適用されます。

　表２　療養病床に入院する場合の食費・居住費
　　　　の負担（１０月１日から適用）

◎ １カ月の負担の目安
　　食　費　　　４２，０００円

　　居住費　　　１０，０００円

◎  一定所得以下の方は負担が軽減されます
　　低所得者Ⅱ　３０，０００円

　　低所得者Ⅰ　２２，０００円

※人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する方、脊髄（せきず
い）損傷（四股まひが見られる状態）、難病等の方は、現
行通り食材料費相当のみ２４，０００円の負担となります。

　

月
か
ら
国
民
健
康
保
険
が
一
部
変
更

１０

電池をもっと体験
しよう。体験の中に
は発見がいっぱい!

普段見慣れた電池にも新発見がいっぱい！普段見慣れた電池にも新発見がいっぱい！

 
会
員
募
集 

 
催　
　

し 

◆多摩・島しょ子ども体験塾ホームページアドレス
http://www.taikenjuku.jp/

◆総務部総務課メールアドレス
somu@city.higashikurume.lg.jp

表１　想定される武力攻撃や大規模テロ

事　　態　　類　　型区　 分

①着上陸侵攻

②ゲリラ･特殊部隊による攻撃

③弾道ミサイル攻撃

④航空攻撃

武 力 攻 撃

①危険物質を有する施設への攻撃（ガス貯蔵施設等）

②大規模集客施設等への攻撃（駅､列車等）

③大量殺傷物資による攻撃（炭疽菌､サリン等）

④交通機関を破壊手段とした攻撃(航空機による自

爆テロ等）

大規模テロ等

(緊急対処事態）

報
コ
ー
ナ
ー
（
市
役
所
２
階
）、
上

の
原
・
ひ
ば
り
が
丘
・
滝
山
の
各

連
絡
所
な
ど
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま

す
。

　

詳
し
く
は
同
担
当
�
４
７
０
・

７
７
１
４
へ
。
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